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令 和 ８ 年 度 鉱 山 保 安 監 督 指 導 方 針 （ 案 ）  

 

令 和 ８ 年     月     日  

中 部 近 畿 産 業 保 安 監 督 部 近 畿 支 部  

 

    鉱 山 保 安 は 人 命 尊 重 を 基 本 理 念 と し 、 鉱 山 災 害 の 根 絶 を 図 る こ と を 最 終 目 標 と し て

お り 、 「 第 １ ４ 次 鉱 業 労 働 災 害 防 止 計 画 （ 令 和 ５ ～ ９ 年 度 ） 」 （ 以 下 「 第 １ ４ 次 計

画 」 と い う 。 ） で は 、 各 鉱 山 に お け る 目 標 （ 鉱 山 災 害 の 撲 滅 ） 、 全 鉱 山 に お け る 目 標

（ ５ 年 間 平 均 の 災 害 度 数 率 ０ ． ７ ０ 以 下 、 等 ） を そ れ ぞ れ 設 定 し て い る 。  

全 国 の 鉱 山 災 害 発 生 状 況 に つ い て 、 令 和 ７ 年 １ ～ １ ２ 月 を 振 り 返 る と 、 危 害 関 係 で は

２ ８ 件 発 生 し 、 罹 災 者 数 の 合 計 が １ ６ 名 （ 死 亡 者 １ 名 、 重 傷 者 （ 休 業 日 数 が ２ 週 間 以 上 ）

１ ３ 名 。 前 年 か ら ２ 名 増 加 。 ） で あ っ た 。 ま た 、 鉱 害 関 係 は ０ 件 （ 前 年 か ら ２ 件 減 少 ）

で あ っ た 。  

一 方 、 中 部 近 畿 産 業 保 安 監 督 部 近 畿 支 部 （ 以 下 「 当 支 部 」 と い う 。 ） 管 内 の 令 和 ７ 年

の 鉱 山 災 害 発 生 状 況 は 、 危 害 関 係 は １ 件 で あ っ た が 、 令 和 ８ 年 １ 月 は 、 既 に ２ 件 （ う ち 、

１ 件 は 死 亡 災 害 ） 発 生 し て い る 。 ま た 、 鉱 害 関 係 は ０ 件 で あ っ た 。  

    鉱 山 災 害 は 、 罹 災 者 数 に 増 減 は あ る も の の 、 依 然 と し て 発 生 し 続 け て お り 、 国 と し

て は 、 第 １ ４ 次 計 画 に お い て 鉱 山 保 安 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム （ 以 下 「 鉱 山 保 安 Ｍ Ｓ 」

と い う 。 ） の 導 入 及 び 運 用 の 深 化 を は じ め と し た 対 策 に 取 り 組 ん で い る と こ ろ で あ る

が 、 鉱 山 災 害 を 減 少 さ せ る た め に は 、 特 に 「 発 生 頻 度 の 高 い 災 害 」 に 対 す る 取 組 が 重

要 で あ る 。  

以 上 を 踏 ま え 、 当 支 部 は 、 第 １ ４ 次 計 画 の ４ 年 度 目 と し て 同 計 画 の 目 標 達 成 に 資 す

る た め 、 「 令 和 ８ 年 度 鉱 山 保 安 監 督 指 導 方 針 」 を 下 記 の と お り 定 め る 。  

 

記  

 

Ⅰ     目 標  

当 支 部 管 内 の 全 鉱 山 に お い て 無 災 害 と な る こ と 。  

 

Ⅱ     令 和 ８ 年 度 に お け る 重 点 事 項  

１ ． 危 害 の 防 止  

( 1 )     危 害 関 係 の 鉱 山 災 害 の う ち 、 発 生 頻 度 が 高 い 災 害 と し て 、 「 運 搬 装 置 の た め

（ コ ン ベ ア の た め 、 車 両 系 鉱 山 機 械 又 は 自 動 車 の た め ） 」 、 「 墜 落 」 及 び 「 転 倒 」

が 挙 げ ら れ る 。 こ れ ら の 危 害 リ ス ク を 低 減 す る た め に は 、 個  々 の 現 場 に お い て

リ ス ク ア セ ス メ ン ト を 継 続 的 に 実 施 し 、 そ の 結 果 に 基 づ き 、 具 体 的 な 改 善 措 置

資 料 ⑦  
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が 講 じ ら れ て い る か を 確 認 す る 。  

 

( 2 )   電 気 工 作 物 に 起 因 す る 危 害 （ 停 電 、 感 電 等 ） を 低 減 す る た め 、 保 安 規 程 、 電 気

設 備 に 関 す る 技 術 基 準 等 に 基 づ き 、 電 気 工 作 物 が 適 切 に 維 持 ・ 管 理 さ れ て い る か

を 確 認 す る 。  

 

( 3 )     粉 じ ん に よ る 鉱 山 労 働 者 等 に 対 す る 健 康 被 害 を 防 止 す る た め 、 適 切 な 防 じ ん

マ ス ク の 使 用 ・ 管 理 、 作 業 環 境 粉 じ ん 濃 度 の 測 定 結 果 等 の 周 知 、 粉 じ ん 作 業 場 に

関 す る 掲 示 等 の 状 況 に つ い て 確 認 す る 。 ま た 、 作 業 環 境 粉 じ ん 濃 度 の 測 定 結 果

に つ い て は 、 鉱 山 の 測 定 結 果 及 び 当 支 部 職 員 に よ る 現 場 測 定 （ 外 注 分 析 を 含 む 。 ）

結 果 を 踏 ま え 、 規 制 基 準 へ の 適 合 状 況 を 確 認 す る 。  

 

２ ． 鉱 害 の 防 止  

( 1 )   坑 廃 水 の 排 出 、 鉱 煙 の 排 出 、 騒 音 、 振 動 等 の 規 制 基 準 が 適 用 さ れ る 鉱 山 （ 附 属

施 設 を 含 む 。 ） に つ い て 、 鉱 山 の 測 定 結 果 及 び 当 支 部 職 員 に よ る 現 場 測 定 （ 外 注

分 析 を 含 む 。 ） 結 果 を 踏 ま え 規 制 基 準 へ の 適 合 状 況 を 確 認 す る 。  

 

( 2 )   坑 廃 水 処 理 施 設 、 鉱 煙 発 生 施 設 、 原 動 機 を 使 用 す る 選 鉱 場 、 集 積 場 等 の 特 定 施

設 に つ い て 、 巡 視 ・ 点 検 記 録 の 確 認 の ほ か 、 技 術 基 準 へ の 適 合 状 況 等 に つ い て 、

維 持 管 理 （ 緊 急 時 対 応 の 強 化 に 対 す る 取 組 を 含 む 。 ） が 適 切 で あ る か を 確 認 す る 。  

 

３ ． 鉱 山 保 安 Ｍ Ｓ に よ る 自 主 保 安 体 制 の 確 立  

( 1 )   潜 在 的 な 保 安 を 害 す る 要 因 を 低 減 す る た め に は 、個  々 の 現 場 に お い て リ ス ク ア

セ ス メ ン ト を 継 続 的 に 実 施 し 、 具 体 的 な 改 善 措 置 を 講 じ る こ と が 重 要 で あ る 。 と

り わ け 、 想 定 し た リ ス ク が 十 分 で あ る か 、 講 じ た リ ス ク 低 減 措 置 が 想 定 ど お り の

効 果 を 発 揮 で き て い る か に つ い て 確 認 す る こ と は 極 め て 重 要 で あ る 。  

こ の た め 、 リ ス ク ア セ ス メ ン ト を 実 施 す る 際 に は 、 新 規 設 備 の 導 入 時 や 新 た な

作 業 を 開 始 す る 時 、 作 業 方 法 を 見 直 す 時 は も と よ り 、 リ ス ク の 想 定 漏 れ や 評 価 の

偏 り が 生 じ 得 る こ と を 前 提 に 、 既 存 の 作 業 に つ い て も 、 現 場 の 状 況 や 新 た な 災 害

事 例 等 を 踏 ま え た 再 点 検 を 継 続 的 に 行 い 、 評 価 を 適 宜 更 新 し て い る か を 確 認 す

る 。  

 

( 2 )   当 支 部 管 内 の 鉱 山 に 対 し 、 鉱 山 保 安 Ｍ Ｓ チ ェ ッ ク リ ス ト に よ る 調 査 を 行 い 、 鉱

山 保 安 Ｍ Ｓ の 運 用 状 況 を 確 認 す る と と も に 鉱 山 毎 の 課 題 等 を 把 握 す る 。 特 に 、 鉱

山 Ｍ Ｓ の 定 着 が 進 ん で い な い 鉱 山 に つ い て は 、 そ の 背 景 等 を 把 握 し 、 各 鉱 山 の 実
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情 に 見 合 っ た 取 組 が 行 わ れ て い る か を 確 認 す る 。  

 

４ ． 鉱 山 災 害 及 び 大 規 模 自 然 災 害 に 対 す る 防 災 体 制  

鉱 山 災 害 又 は 地 震 ・ 台 風 ・ 豪 雨 等 の 大 規 模 自 然 災 害 に 対 応 す る た め 、 保 安 規 程 等

に 基 づ き 実 施 さ れ る 退 避 、 救 護 等 の 防 災 訓 練 の 実 施 状 況 、 非 常 用 資 材 の 配 備 、 関 係

機 関 と の 緊 急 連 絡 体 制 の 整 備 状 況 を 確 認 す る 。  

 

５ ． 施 策 の 普 及 、 研 修 、 保 安 指 導 等 の 活 動  

近 畿 鉱 業 会 及 び 各 地 区 鉱 山 保 安 部 会 等 が 主 催 す る 講 習 会 や 研 修 会 に お い て 、 施

策 情 報 、 法 令 改 正 、 災 害 事 例 等 を 周 知 し 、 鉱 山 の 自 主 保 安 の 向 上 に 向 け た 普 及 啓

発 に 努 め る 。  

ま た 、 作 業 監 督 者 等 研 修 及 び 保 安 指 導 の 制 度 を 活 用 し 、 鉱 山 の 要 望 を 勘 案 し た

研 修 ・ 指 導 等 を 企 画 し 、 自 主 保 安 の 向 上 を 支 援 す る 。  

 

６ ． 当 支 部 ウ ェ ブ サ イ ト 及 び メ ー ル マ ガ ジ ン の 活 用  

当 支 部 ウ ェ ブ サ イ ト 及 び メ ー ル マ ガ ジ ン を 活 用 し 、 施 策 情 報 、 法 令 改 正 、 立 入 検

査 結 果 、 鉱 山 災 害 等 の 情 報 を 積 極 的 に 発 信 し 、 当 支 部 管 内 鉱 山 に こ れ ら の 情 報 の 活

用 、 特 に 鉱 山 災 害 情 報 の 水 平 展 開 情 報 の 活 用 を 促 す 。  


